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FWD収入保障引受緩和 は、こんな方におすすめです FWD収入保障引受緩和 のしくみ

災害遺族年金

遺族年金

契約日から1年以内に死亡したとき
（災害遺族年金が支払われる場合を除く）

契約日から1年経過後に死亡したとき
（災害遺族年金が支払われる場合を除く）

遺族年金受取人

遺族年金受取人

支払額 受取人年金名

● 契約日から1年以内に遺族年金の支払事由に該当した場合、年金月額の50%相当額を年金支払期間
満了日までお支払いします。

● 災害遺族年金の支払額は保険期間を通じて、年金月額と同額です。

ご注意ください

!

不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日
以内に死亡したとき、または所定の感染症により
死亡したとき

2ページの告知項目をご確認ください。

持病や入院・手術の経験があっても、
簡単な告知でお申込みいただけます

■契約者・主契約（本則）の被保険者：夫　■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者：妻
■契約年齢：35歳　■保険期間・保険料払込期間・年金支払期間：60歳　■最低支払保証期間：5年
■年金月額：10万円　■配偶者同時災害死亡時割増特則：適用
■月払保険料（口座振替扱）：5,652円

ご契約例

［年金受取イメージ］ 年金支払期間満了まで年金を毎月お支払い

年金支払期間満了

主契約（本則）の保障内容

このような場合にお支払いします（支払事由）

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

［受取総額の推移イメージ］

受
取
総
額

契約日が属する月（35歳時）
に病気で死亡した場合

年金月額10万円×50％
×300か月（25年）

1,500万円

契約日が属する月（35歳時）
に不慮の事故で死亡した場合

年金月額10万円×300か月
（25年）

3,000万円

例1
契約日から10年経過時（45歳時）

に死亡した場合

年金月額10万円×180か月
（15年）

1,800万円

例3例2
契約日から20年経過時（55歳時）

に死亡した場合

年金月額10万円×60か月
（5年）

600万円

例4
契約日から24年経過時（59歳時）

に死亡した場合

年金月額10万円×60か月
（5年）

600万円

例5

必要保障額の減少に伴い、
受取総額も減少する
合理的なしくみです。

一部すえ置 全部すえ置

年金の受取方法は「5種類」から選べます。
毎月の受取りはもちろん、一括での受取り等、ニーズにあった
受取方法を選べます。

年金の受取方法を選びたい

一時受取 一部一時受取毎月受取

※受取方法を選択いただけない場合もあります。
※詳細は8ページをご覧ください。

※高度障害状態に該当した場合にお支払いする年金はありません。

死亡した場合、のこされたご家族に年金を毎月お支払いします。

のこされた家族のために生活費を用意したい

保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えて一定期間は年金を受け取れる
「最低支払保証期間」があります。期間は、　　　　　　　　　　　　から選べます。2年 3年 5年 10年

ご契約 満了

保険期間・保険料払込期間

最低支払
保証期間
（5年）

ご契約 ご契約から
1年経過

※お取扱いには所定の条件があります。詳細は5～6ページをご覧ください。

「配偶者同時災害死亡時割増特則」を適用することで、同一の不慮の
事故でご夫婦が2人とも死亡した場合、災害割増遺族年金を上乗せ
してお支払いします。

年金月額の50％

年金月額と同額

年金月額と同額

夫が死亡

告
知
項
目

配
偶
者
同
時
災
害

死
亡
時
割
増
特
則

保
険
料
表

こ
の
保
険
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
保
険
の
し
く
み
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配偶者同時災害死亡時割増特則

＊遺族年金受取人が、この特則の被保険者である場合、遺族年金受取人の法定相続人が年金受取人となります。この場合、主契約（本則）の災害
遺族年金の未支払分の年金現価およびこの特則の災害割増遺族年金の未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人に一時にお支払い
します。
※この保険のお申込みにあたっては、配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用を選択していただきます。この特則を適用した場合の
保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
※主契約（本則）の被保険者の戸籍上の配偶者がこの特則の被保険者となる資格を有します。この特則を適用するには、被保険者となる方の同意
および申込書への自署が必要です。

保障内容

「配偶者同時災害死亡時割増特則」が付加されており、この特則を適用すると、
同一の不慮の事故でご夫婦が2人とも死亡した場合、災害割増遺族年金を
上乗せすることができます。

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

ご契約 年金支払期間満了

災害遺族年金

申込時にこの特則の被保険者となる配偶者の方の同意と申込書への自署が必要で
す。それによってこの特則が適用されることになります（有効になります）。
また、契約後に適用／不適用を変更することも可能です。

Q 配偶者同時災害死亡時割増特則にも申し込みたいのですが、
申込時に配偶者のサインなどは必要ですか？

A

ご夫婦で交通事故に遭い、2人とも事故の日に死亡した場合

配偶者同時災害死亡時割増特則に関するQ&A

年金支払期間満了まで災害遺族年金と同額の
災害割増遺族年金を上乗せして毎月お支払い

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10 ・・・・・・

・・・

災害遺族年金

災害遺族年金

年金支払期間満了

・・・

・・・ ・・・

年金支払期間満了

年金のお支払いは
ありません
年金のお支払いは
ありません
年金のお支払いは
ありません

夫が死亡したことで災害遺族年金のお支払いを開始し、その後、妻が死亡したことで
災害割増遺族年金をあわせてお支払いします。

夫婦で同一の交通事故に遭い、
別々に死亡した場合について詳しく教えてください。Q

A

A

［5ページのご契約例］
ご夫婦で交通事故に遭い事故の日に夫が死亡、その事故の日から180日以内に妻が死亡した場合

［5ページのご契約例］
ご夫婦で交通事故に遭い妻が死亡、その事故の日から180日以内に夫が死亡した場合

妻が先に死亡した場合

妻が死亡しても災害割増遺族年金のお支払いは始まらず、その後、夫が死亡したこと
で災害遺族年金に加え、災害割増遺族年金のお支払いを開始します。

夫が先に死亡した場合

災害割増
遺族年金

災害割増
遺族年金

災害割増
遺族年金

年金月額と同額

このような場合にお支払いします（支払事由）年金名

災害割増遺族年金

支払額

遺族年金受取人

受取人

夫婦ともに死亡

夫が死亡 妻が死亡

夫が死亡妻が死亡

＊

次のすべてに該当したとき
○主契約（本則）の被保険者が不慮の事故によるケガで、
その事故の日から180日以内に死亡したとき

○この特則の被保険者が上記○と同一の不慮の事故による
ケガで、その事故の日から180日以内に死亡したとき

1

12

■契約者・主契約（本則）の被保険者：夫　■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者：妻
■災害遺族年金および災害割増遺族年金の受取人：子　
■契約年齢：35歳　■保険期間・保険料払込期間・年金支払期間：60歳　■最低支払保証期間：5年
■年金月額：10万円　■配偶者同時災害死亡時割増特則：適用

ご契約例

配偶者同時災害死亡時割増特則を適用する場合
※契約者・主契約（本則）の被保険者：夫　配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者：妻
災害遺族年金および災害割増遺族年金の受取人：子

告
知
項
目

こ
の
保
険
の
ポ
イ
ン
ト

保
険
料
表

こ
の
保
険
の
し
く
み

配
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亡
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男性

保険料表

契約年齢
（歳）

■保険期間・保険料払込期間・年金支払期間：60歳　■最低支払保証期間：5年　■配偶者同時災害死亡時割増特則：適用
■保険料払込方法：月払（口座振替扱）

（単位：円）

年金月額
5万円

年金月額
10万円

女性

2,237

2,257

2,278

2,299

2,326

2,355

2,392

2,432

2,478

2,526

2,579

2,643

2,712

2,785

2,860

2,935

3,008

3,076

3,136

3,185

3,222

3,245

3,252

3,244

3,222

3,189

3,143

3,091

3,034

2,972

2,900

4,268

4,308

4,349

4,392

4,444

4,503

4,575

4,655

4,746

4,843

4,947

5,075

5,211

5,355

5,504

5,652

5,797

5,931

6,048

6,144

6,216

6,260

6,272

6,253

6,206

6,136

6,041

5,933

5,814

5,684

5,535

6,299

6,359

6,420

6,485

6,562

6,651

6,758

6,879

7,014

7,159

7,315

7,506

7,710

7,925

8,147

8,370

8,586

8,785

8,961

9,104

9,210

9,275

9,291

9,262

9,190

－
8,938

8,774

8,594

8,396

8,169

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

年金の受取方法

○毎月受取 年金支払期間満了まで遺族年金を毎月受け取れます

上記のほか、  ○一部すえ置  や  ○ 全部すえ置  なども選択できます。

遺族年金を一括で受け取れます

年金はさまざまな受取方法を選べます。

○ 一時受取

○ 一部一時受取

一時受取金額

約2,588万円

288か月（24年間）

・・・・・・・・・・
年金受取総額

2,880万円
（年金月額10万円×288か月）

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

万円
10

［4ページのご契約例］
ご契約日から1年経過後の 1か月目に病気で死亡した場合

夫が死亡

夫が死亡

年金支払期間満了

［ 年金現価＊を一括で受け取った場合 ］

＊支払事由に該当した時点において、将来の年金を支払うために必要な金額のことをいいます（将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します）。

［ 年金月額5万円相当分の年金現価＊を一括で受け取った場合 ］

当初に遺族年金の一部を一括で受け取り、のこりを年金支払期間満了まで
毎月受け取れます。

夫が死亡 年金支払期間満了

※この受取方法は初回の年金受取時のみ選べます。

288か月（24年間）

・・・・・・・・・・
万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

万円
5

一時受取金額

約1,294万円

年金受取総額

約2,734万円
（年金月額5万円×288か月）

+
（一時受取金額 約1,294万円）

1

2

3

4 5

年金月額
15万円

契約年齢
（歳）

（単位：円）

年金月額
5万円

年金月額
10万円

1,603

1,603

1,604

1,604

1,606

1,611

1,617

1,627

1,638

1,651

1,663

1,683

1,704

1,729

1,756

1,784

1,810

1,836

1,861

1,884

1,907

1,931

1,952

1,971

1,987

1,998

1,998

1,991

1,976

1,952

1,916

3,001

3,000

3,001

3,002

3,006

3,014

3,027

3,046

3,067

3,092

3,117

3,155

3,196

3,244

3,296

3,350

3,402

3,452

3,499

3,544

3,588

3,632

3,672

3,708

3,737

3,754

3,752

3,734

3,699

3,645

3,568

4,398

4,397

4,398

4,400

4,406

4,417

4,437

4,465

4,497

4,533

4,570

4,627

4,688

4,759

4,836

4,916

4,993

5,067

5,137

5,204

5,269

5,333

5,392

5,445

5,486

－
5,506

5,476

5,421

5,338

5,220

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

年金月額
15万円

※上記のご契約条件においては  　　　　枠内は取扱対象外となります。保険期間を変更する、年金月額を少なく設定することでお申込み
いただける場合があります。詳細は募集代理店までお問い合わせください。
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NOTEFWD富士生命健康サービス セカンドオピニオンや、きめ細かなサービスで
あなたの人生に寄り添います。

※このページに記載の「被保険者さま」とは主契約（本則）の被保険者を指します。
※FWD富士生命健康サービスはFWD富士生命保険（株）の業務委託先であるティーペック（株）が提供します。
　ご利用に際しては諸条件があります。利用方法等、詳細につきましては、ご契約後に送付する資料をご確認ください。
※FWD富士生命健康サービスのご利用は保険期間満了までとなります。

面談・電話によるセカンドオピニオン（2つ目の意見）

受診手配・紹介サービス

専任のスタッフが、ご利用者
の病症状や既往歴をお伺い
します。ご相談内容に応じ
て、セカンドオピニオンや
受診手配・紹介サービスを
提供します。あわせて、必要
な資料･書類についてご説明
します。

ヘルスカウンセラー
によるコンサルティング

ご利用いただける方 被保険者さま・被保険者さまと同居のご家族

ご利用いただける方 被保険者さま・被保険者さまと同居のご家族

医師、保健師、看護師等の資格をもつ経験豊かなティーペックの相談スタッフが、日々の健康や病気・
ケガへの不安、そして病気・ケガをした際の緊急時の対処等、24時間・年中無休でサポートします。
被保険者さまだけでなく、同居のご家族全員で利用できるサービスです。

専任のスタッフが医療機関への受入確認や受診の手配・紹介をいたします（主治医のもとでは
対応できない治療法や手術方法が必要等、主治医が判断したケースで、手配・紹介先の医療機関に
その専門分野の医師が在籍し治療可能な場合に、受診の手配や紹介をいたします）。

よりよい医療を選択するため、総合相談医
から現在の診断に対する見解や今後の治
療方針・方法等について意見（セカンド
オピニオン）をもらうことができます。

面談によるセカンドオピニオンの結果、より
高度な専門性が必要と総合相談医が判断した
場合には、優秀専門臨床医が紹介されます。

※電話によるセカンドオピニオンでは、優秀
専門臨床医の紹介は行いません。

病気になったときにはよりよい医療を選択することが大切です。
そのために、ご相談に応じて、セカンドオピニオンや受診手配・紹介サービスをご提供します。

総合相談医によるセカンドオピニオン 優秀専門臨床医の紹介

早期がん発見のための検査方法であるがんPET検診受診のためのトータルサポートを実施します。
がんPET検診
サポートサービス

ご利用いただける方

ご利用いただける方 被保険者さま

ご利用いただける方

がんに関する専門スタッフが、がんに関するご質問にお応えします。
がん治療相談サービス

粒子線治療相談サービス 粒子線治療を専門とする総合相談医に、ご自身のがんについての粒子線治療に関する相談が
できます。総合相談医が面談にて粒子線治療への適応を判断した場合には、粒子線治療を実施する
医療機関を紹介します。

がんこころの
サポートサービス がんと診断され、ショックや不安を受け止められない、またお仕事やご家族のことが心配で治療

に専念できない等の、治療に関すること以外の不安について、カウンセラーがお話を伺います。

精神的な悩みやこころの問題について電話や面談によるカウンセリングを受けられるサービスです。

＊被保険者さまと同居のご家族もご利用できますが、相談内容は被保険者さまに関する内容に限ります。

※面談によるカウンセリングは、「こころのサポートサービス」「がんこころのサポートサービス」を合算して、年間3回（1回約50分）まで無料で
ご利用いただけます。

地域糖尿病療養指導士等、専門の保健師、看護師が糖尿病についてご相談に応じると同時に、必要に応じて優秀糖尿病臨床医の紹介、
または糖尿病専門医のいる医療機関をご案内いたします。

経験豊かな相談スタッフが
24時間サポートします

2 がんトータルサポートサービス

3 健康医療相談サービス

4 こころのサポートサービス

5 糖尿病トータルサポートサービス

1 ベストホスピタルネットワークサービス

ご利用いただける方 被保険者さま＊

ご利用いただける方 被保険者さま

ご利用いただける方 被保険者さま

無料

無料

＊被保険者さまと同居のご家族もご利用
できますが、相談内容は被保険者さまに
関する内容に限ります。

無料

無料

被保険者さま＊ 無料

無料

被保険者さま＊ 無料
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